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 被害が拡大傾向にあるクビアカツヤカミキリへの対策を強

化するため、従来の補助制度では対象外であった果樹以外

の樹木についても、新たに補助対象とします。被害拡大を未

然に防ぎ、樹木の保全と環境への影響を抑制します。 
 
 クビアカツヤカミキリは、モモ、スモモ、ウメ、サクラなどバラ

科の樹の内部を幼虫が食い荒らし、枯らしてしまう特定外来

生物に指定されており、生きたままの移動・運搬・飼育が法

律により禁止されています。発見した場合は、その場で捕殺

し、県振興局、市役所やＪＡなどに連絡してください。また、樹

木にフラス（木くず）を見つけたときも連絡してください。 
 
■補助内容                  

 

   

 

 

 

 

 

 

■通報先 

 

 

 

 農地  森林  その他  

那賀振興局  農業水産振興課  

61-0025 

林務課  

61-0015 

衛生環境課  

61-0048 

紀の川市役所  農業振興課  

77-2511 

環境衛生課  

77-2511 

ＪＡわかやま   

紀の里地域本部  

最寄りの  

営農経済センター  

 

和歌山県・紀の川市 
病害虫防除対策事業 
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クビアカツヤカミキリ対策の強化 
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◯◯◯ 

 

～ 早期発見・早期対応により被害拡大を防ぐ ～ 
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【本件に関する問い合わせ先】 

和歌山県 紀の川市役所 ①市民部 環境衛生課 担当：南・伊藤 

                ②農林商工部 農業振興課 担当：西田・古田 

TEL：0736-77-2511 FAX：①0736-77-0914 E-MAIL：①k050400-001@city.kinokawa.lg.jp 

                 ②0736-79-3928       ②k080500-001@city.kinokawa.lg.jp 

①果樹以外（サクラ、ハナモモなど） ②果樹（モモ、スモモ、ウメなど） 
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